
介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスＡの管理者の 

配置に関する人員基準の取扱いについて 

 

 

１ 当市の取扱い 

⑴ 変更前 

   業務に支障がない場合、介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス

Ａ（以下「通所型サービスＡ」という。」の管理者は、同一事業所で行う他

の通所サービス（※）（以下「他の通所サービス」という。）の管理者と兼務

することができる。ただし、他の通所サービスにおいて、管理者と生活相談

員を兼務している場合は、通所型サービスＡの管理者と兼務することはで

きない。 

⑵ 変更後 

   業務に支障がない場合、通所型サービスＡの管理者は、他の通所サービス

の管理者と兼務することができる。また、他の通所サービスにおいて、管理

者と生活相談員を兼務している場合も通所型サービスＡの管理者と兼務す

ることができる。 

   

 （※）（地域密着型）通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業介護予防

通所介護相当サービス 

 

 本取扱いは、令和５年７月１日より適用する。 

 

 

問合せ 狭山市介護保険課 介護事業担当 

TEL 04-2953-1111(内線 1553) 

 


